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伊 方 訴 訟 ニユー ス
第 35号

!976年 7月 15日

伊方原発訴訟を支援する会(刊鍼理醒覇嘉内督鳥よ慰認t,Ъ」鶴鍔完わ

第 i4回 公判

蒸気発生器の驚くべき実態明らかに

し

公判もいつのまにか 14回 目を迎えた。南

国松山にしては珍らしく,雲が低くただよい,

時々雨のパラつく天気である。梅雨明けには

まだ間があるらしい。 9時 30分を過ぎたの

に,原告団や原告側の傍聴人が仲々現われぬ。

四電らしい人間ばかりが集まって来るのに,

何んとなく不安になる。その内に住民の人達

も列に加わってくる。伊方から,松山までは

3～ 4時間もかかる人もいるとか。

初日(6/24)は 原告側の証人の登場である。

最初の証人は京大原子炉実験所の川野慎治助

手。蒸気発生器の説明をした上で,欠陥を具

体的に 1つ 1つ述べて行く。美浜 1号ばかり

かと思っていたが,世界中の原子炉で蒸気発

生器の事故が多発していることを知って驚く。

国側はいつも「ピンホールでしかない」と強

調するが, 50年 2月 には米国のポイント・

ビーチ原発では 1分間に実に 500リ ットルも

の水モ L/が あったとか。ピンホールどころか

ジャジャもれの大破断ではないか。国の言う

「事故の原因はリン酸ソーダという水処理剤

にある」という主張も全くのごまかしである

ことを,川野助手は過去の事故例を分析する

中で明らかにして行く。

午後からは佐藤進京大工学部教授の証言で

ある。専門の機械工学,振動工学,材料工学

の面か ら蒸気発生器の欠陥をていねいに指摘

してい く。佐藤教授はエレベーターのワイヤ

ーロープの安全性を引き合いに出しながら「

細管が減肉や ピンホールの発生程度でとどま

っているのは幸運と言うべきであって,いつ

疲労破断が発生するかわからない」と述べ,

20年とか 30年とかの耐用年数で設計され

ているのに,事故が続発している現状に対し

て,「いわゆる機械工学の常識から考えて,

まともに設計されたものとはとうてい思えな

い」と静かな□調の中でキッパリと断言する。

シーンと傾聴していた傍聴席,原告団席から

拍手がわきおこる。裁判長も,佐藤証人の諄

諄とわかりやすく説明する話しに真剣に耳を

傾けている。  (以 下 27頁に続く)

第 15回 公 判

二日間連続   松山地裁大法廷

7月 22日 午前 10時より 反対尋間

原告側 柴田俊忍,海老沢徹 両証人

7月 25日 午前 10時より 主尋間

被告側 宮永一郎証人

原告側 市川定夫証人

わが国の裁判では例を見ない,集中審理

の苦しみを乗り越え,引 き続き追撃を.′

し
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証 言 記 録 9

内田秀雄証人 (被告側 )の反対尋問 (その5)(・ 1ダメ6T〕貧デ6日 )

(文中の数字は調書の頁数を示す )

嚇  (原告代理人) 今の点に関連して訊

きますが,甲 40号証ないし甲42号証を示

します。第 103回専門審査会から第 105

回専門審査会の議事録ですが,その関係の第

86部会の審査報告の内容について 103,

104, 105回 と86部会から審議経過の

報告があったと言う主旨が記載されています

が:具体的にどんな報告があったのか記憶に

ある点はありませんか。特別な協議事項は各

回にありませんでしたか。

内田 議事録が簡単に書いてあることから

見ますと,特に審議を要する内容のものが審

査会lC報告されたとは思いません。畷∬ いヽこ

とは今憶い出せません。審議経過についての

報告だけの様です。

平松
.記

憶を喚起するために訊きますが,

第 40号証.の 第 86部会の報告の際に,タ ー

ビンに関する事故解析についての協議はあり

ませんでしたか。でしたら次に,甲 41号証

の第 104回専門審査会において第 86部会

から液体廃棄物による平常時被曝評価につい

てという協議内容はありませんでしたか。

内田 第 104回ですが,特に記憶はあり

ませんので:そ の様な協議内容について審査

会で暮墓する様なことまではないと思います
力:・ ¨̈・

平松 では,その次に甲42号証,第 105

回審査会において, 9月 11日 付です力ヽ 非

常用炉心冷却設備の機能についてとい う協議

事項はありませんで したか。

内田 その様な特定な,かつ一般の原子炉

に共通する様な題目については,いちいち審

査会で部会から協議事項として出ることは殆

どありません。というのは設計審査指針があ

りまして,最近であればりぎCSの審査指針

なり評価指針がありますので,特に,その様

な審査指針に照らし合せて;更に重要な事項

を協議しなければならないときには部会から

審査会に上ります。詳細についてです
`そ

う

でなければ部会で十分審議できる訳ですから

いちいち質問の様な点が特定な事項として出

てないと思います。      :

平松 結構です。

井門 (原告代理人)証 人の午前中の証言

を聞いています
‐
と改めて原子炉安全専門審査

会とは何なのかと`い うヽ疑間を強く感じます。

証人は非常に証言において言葉を巧みに用い

られて,質問をはぐらかし訊いていることに

ついては殆ど答えておられない。その様な気

がしますら ,        :

上野 (被告代理人)1 裁判長,今の発言は

………なんですか。  .

井門 証人尋間をするに当っての私の感想

を述べておいて,それから……

上野 感想を質問者が述べるのですか。

嚇  これから,そ ういうことはして欲し

くないという条件をつけている訳です。それ

で私は証人が前回に被告側の質問に答えた言

葉の中で事故について訊きたいと思います。

前回国の 上野代理人が,燃料棒の曲り,ある

V
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いは蒸気発生器細管か ら蒸気が漏洩 したと,

この様なことを事故というでしょうかと,質

問をしたのですが,こ の答えが良 く分らなか

ったので,も う一度お答えを頂きたいのです

力ゝ 。

内田 そういう事は,異常な事象ですが,

異常事象を事故といったり,故障といったり

色々な言い方があると思いますが,前回私が

はっきり申したのは原子炉事故としての範ち

ゅうに入るのは,こ うこうであるとぽせて国
際原子力機関の定義を申し上げたのです。で

すから,蒸気発生器細管から小 さな漏洩があ

っても,確かに放射能の数学的には漏洩です

が,それが従事者は勿論一般に対して放射線

の影響 として重大な問題にならないものは原

子炉事故ではありません。ただそれを一般に

通称事故とい ったり故障といったり,これは

その人達の定義であると思いますが,電要と
も原子炉事故ではないということを前回はっ

きり申し上げたのです。改めて申しますと,

原子炉事故というのは,例えば国際原子力機

関の定義では,放射能による重大な影響を与

える様なことになる多量の放射性物質の放出

あるいは,大きな物理的な被害,少 し言葉は

正しくないかと思いますが,物理的被害を及

ぼす様なものと,これを原子炉事故と言って

いる訳です。

「
ぷ畠 証人の前回の証言の言葉ですが,「 一

般公衆並びに作業員に対して重大な結果を及

ぼす多量の放射能」とこういう風に言われて

いますが,その重大な結果とぃうことについ

て,こ れを甲状腺成人被曝量,それから全身

被曝量に換算すればどの位になりますか。

内田 その様な異常状態における放射線の

影響をどこで限定するかということは,従事

者に対しては 12レムが告示で決まっている

と思いますが,吐般大衆に対しては決まって

おりません。ということは,そ ういう小さな

漏洩がありましても,告示の 5ooミ リンムで

十分おさえられているので,こ れは異常状態

の線量までの考慮の対象外だと思います。

井門 私の訊いているのは経済開発協力機

構 (OECD)の 原子力施設の安全委員会が

言っている重大な結果を及ぼす多量の放射能

というのはどの程度のことかと訊いている訳

です。

内田 それは科学的には明確な指示はあり

ません。暁1まどIAEAと 申しましたのは,

OECDの 間違いでした。訂正します。

井門 そうしますと,数値による事故と事

故でないもの,例えば今述べた事象と,そ う

いうものとの区別というものはない訳ですか。

内田 それは各国の判断にまかすとぃうこ

とですo

井門 乙 5号証を示します。この乙 5号証

は,原子炉安全専門審査会の出した報告書で

すね。

内田 そうです。

瞬:: この0)審査内容の 5災害評価の 1番

最後の所ですが,仮想事故についての被曝線

量を甲状腺成人 300L/A,全 身 25し仏 と書い

てありますね。これより小さいと。そうする

とこの程度の被曝線量で被害が生じるとすれ

ばどの程度の被害が生じるものでしょうか。

数字で言っても我々は分らないので,例えば

何人位死ぬとか,と ぃぅ形で表現すればどう

なるのでしょうか。

内田 これは甲状腺 300L/A,あ るいは全

身
「′マンムに比べて十分小さいという,こ の
300L/Aと か 25レ ムとぃうのは立地審査指
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針に書いてあります様に目安線量です。即ち,

立地を評価するときに距離の因子の代りにン

ム数で評価する目安にするということであっ

て,仮に仮想事故が起ったとしても,これだ

けの線量を与えて良いとか,その様な許容限

界を示すというものではありません。しかし

実際:こ 25L/ム というものり署えたときにこ

れは身体的に大きな影響を与えることはない

と判断されていることは立地審査指針の解説

に書いてありますので, この値を参考にはし

ていますが, 300レム,25L/Aは あくまで,

目安線量でして許容限界というものではあり

ません。従いまして,こ の仮想事故,あ るい

は重大事故であっても,こ こに書いてある25

L/ム とか 300レムとかに比べて小さいという

ことは敷地の外の人達に対しては放射線の影

響を無視して賢i(と ,放射線障害,災害を与

えないという判断が下せる訳です。施設から

影響はありません。

井門 施設の外の人には影響を及ぼさない

ということですか。

内田 はい,そ うです。

井門 従業員は影響を受ける訳ですねo

内田 従業員に対しては,先ほど申した様

に事故線量として 12レムが告示で決まって

おります。しかし, この重大事故,仮想事故

が仮にあったと想定しましても,その制御室

において安全に操作出来るという対策を取る

ことになっていますぽ習……

井門 そうすると,それ程重視しなくて良

いということですか。

内田 重視しない対策がとれるということ

です。

井門 そうすると,先程証人の言葉の中に

ありました,経済開発協力機構の原子力施設

安全委員会が決めた事故の定義ですが,作業

員並びに一般公衆に対して重大な結果を及ぼ

す様な多量の放射能と書いてありますね。こ

れと比較しますと,こ の原子力安全専F]馨暮

会は考えられないとされる仮想事故さえも0

ECDの定義した事故ic入 らないということ

ですか。

内田 そういうことではありません。ここ

にある仮想事故とか重大事故とかが実際にあ

るとぃう段階では,当然OECDの 言う原子

炉事故の範ちゅうに入ると思います。そうい

う風に重大な放射線の影響を与える恐れのあ

る放射性物質のXごということです。それと
立地評価とは直接結びつ く問題ではありませ

バン0

井門 そんな風に,こ の立地指針の評価と

は違うのだと言っているのですが, どうも言

葉というものは,こ の場合には事故というの

はこんなもので, この場合には別のものだと

言うのではどうも私には理解出来ません。こ

の点は,別に置いておきます。次に,同 じ乙

5号証の各種事故の検討:と いう項がありま

すが, ここには機械的事故として,蒸気発生

器細管破損事故とちゃんと書いてありますね。

ここには事故とちゃんと書いてありますね。

そうすると,前回の上野代理人の質問は環再

棒が った,あ るいは蒸気発生器細管から蒸

気の漏洩があったということを事故と言うの

ですかと言ったら証人はそれは原子炉事故と

いうものではないと答えているのですが,こ

れは質問に対する答えとして素直に答えれば,

事故と言はざるを得ませんね。

内田 ですから事故と,その結果放射性物

質がどれだけ敷地外に出たかということで原

子炉事故であるか,そうでないかの判断がぼ
57
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って蒸気発生器細管か ら漏洩 したとい うこと

を,原子炉事故ではないけれど事故と言えば,

それは事故になります。ただそうい う定義は

一般に無いというだけです。

井門 この蒸気発生器細管事故 というもの

を証人は軽く考えている様なので,引 き続き

その点について訊きます。四国電力の伊方原

子力発電所設置許可申請が出された際に伊方

発電所の利用率というのはどの程度と考えら

れていますか。

内田 伊方発電所の将来の利用率ですか。

原子炉安全専門審査会には発電所ば果i用 率と

いうものは検討事項には入っていないのです。

井門 それでは結構です。証人は原子力発

電所の建設の権威でありますが,大体どの程

度の利用率かということは良く知っているの

ではありませんか。

内田 個人的な見解を述べれば原子力発電

所は1年毎に定検という期間が決められてお

ります。安全性の確認を重視するために定期

検査をやります。定検に要する期間というの

は原子炉により異りますがひと月からばだ月
場合によりもっと長くなります。ふた月とし

ますと,残りの 10ケ 月で 1‐00“の稼動率が

仮にあったとしても全体の利用率というのは

80%程度です。私は原子力発電所の利用率

は発電量として 70%か ら75%と れれば結

構ではないかと思っています。

井門 今述べた80%と ぃう数値は四電が

提出している参考資料に,響いてありますね。

証人は知っているのですか。

内田 知っています。

井門 現在我国で営業運転されている軽水

型発電炉の利用率ですが,例えば昭和 49年

度でどの程度か知っておりますか。

内田 49年 度は確か一番悪い数字だと思

います。 30%位でないかと思います。 50

%は野射ていると思います。

井門 現在原子力発電所というものが安全

性について勿論疑義があるけれど,経済性に

ついても当初予想したものよりはるかに低く

なっていると一部では言われているのですが,

運転開始後 2, 3年経つと,当初予想の利用

率よりもぐんと悪くなるという傾向が現実に

現れているのですが, これについて ,原因と

いうものを証人はどの様に考えていますか 。

内田 稼動率の定義もありますが, 日本に

おける火力発電所と原子力発電所の稼動率を

比較したとき原子力発電所がビ腰に低いと言

われるのは先ほど述べた様に定期点検の期間

がどうしても火力よりも長い訳です。それか

ら原子力発電所が運転に入っても,例えば蒸

気発生器細管漏洩の故障とか,あ るいは,応

力腐食の問題とか,色々検査をしなければな

らない点で運転を途中で止めなければならな

い事があるのは事実であります。そのため稼

動率が悪くなっているのです。

噺  はっきり言うと蒸気発生器細管の事

故により事実上運転を停止せぎるを得なかっ

たということが稼動率低下の真の原因ではな

いのですか。

内田 大きい加圧水型については,現在は,

そうだと思います。

井門 この点については,新聞等によれば

通産省は, これら蒸気発生器細管事故の続発

というのは我国独自の技術が確立されないま

まに米国で開発された原発を急速に導入した

ためだという見解を示している様ですが,こ

れについて証人は,どの様に考えております

か。
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 (被告代理人) 新聞記事を見せて頂

けませんか。通産省がそうい うことを出した

とい うことを私は良 く知 りませんので……。

井門 この点で証人 自身の見解はどうです

か 。

内田 もう 1度質問の主旨を通産省と関係

なく質問して頂けませんか。

井門 事故多発は我国独自の技術が確立さ

れないままに米国で開発された原発を急速に

導入したためであるという意見です。これに

ついてどういう風に考えておりますか。

内田 原子力発電所は確かに米国で開発さ

れた技術を日本に導入しているということで

すが急速に開発するということとの関連で故

障が多いとは私は思いません。唯,例えば蒸

気発生器細管漏洩の問題をとるならば,た し

かに蒸気発生器を原子力発電所の施設に使う

場合に,その腐食の原因でビ∵細管の形状と

か,あ るいは水処理の問題の当初の判断が適

切でなかったとぃうことによって故障が起っ

たと思います。

井門 そういう事実は認めるのですね。

内田 はい。

井門 蒸気発生器の構造的弱点とか,水処

理法について当時分っていなかったと,その

様なことは,安全審査の段階では,どの様な

評価をしていたのですか。実際の審査の内容

です。

蒸彗量生量[[:「 雪曇壁[[:[『 :「」

ことについて申し上げますと,伊方発電所の

審査の段階ですでに美浜 1号で蒸気発生器細

管漏洩の問題が出ていることは分っていたこ

とです。美浜 1号の蒸気発生器細管漏洩の原

因が未だ十分分っていない段階ではあります

が,細管の構造上か ら蒸気泡の発生,離脱が

適切でないという構造上の問題,それか ら水

の処理の問題 と,その 2つが主な原因であろ

うと判断がついている段階であります。想 ヽ

まして伊方発電所の蒸気発生器に対して安全

審査会 としまして,美浜でこうい う故障が起

っているので,工認の段階でそれに詳細設計

の段階で十分検討して漏洩対策の十分立 った

ものを作れという指示を与えております。唯,

審査会としては蒸気発生器の詳細設計という

ものは,審査の対象ではありません。だから

事項については工認時に注意をしております。

井門
 諄焼

1号, 2言の場合には,基礎的

なデータはあったのですか。

内田 安全専門審査会といいますのは設計

審査指針と照らし合せた基本計画,基本設計

について議論する訳です。従いまして蒸気発

生器については熱交換の量の問題,それから

圧カバウンダリーとして適切な設計がなし得

るかという問題,それに対する材料は何を使

うかとか,その様な大きな項目について審査

する訳です。

が

'讐

査::[11:[:曇 量』1曇』醤騒

自の基礎的データがあったかどうかと訊いて

いるのです。

内田 美浜 1号の段階では,現在分ってい

る様な蒸気発生器細管に大きな漏洩が起ると

いうことは考えてぃませんでした。判断して

おりませんでした。

井門 伊方の時には基礎データというもの

はありましたか。念を押す様ですが。

内田 その時には運転しておりました加圧

水型炉については経験は十分つんでいる訳で

す。特に美浜 1号の経験は伊方審査の段階で

（、）
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十分あった訳です。

喋Ъ 経験というのは,要するに事故の現

象だけですね。

内田 そうではありません。どの程度信頼

を持って運転しているかと言うことです。

井門 どうも分らないのですが,原因につ

いて基礎的データはあったのですか。

内田 伊方発電所審査の時点では美浜 1号

の蒸気発生器細管漏洩の原因につきましては

先ほど述べた様に構造の問題と水処理の問題

であるだろうということは分っておりました

が,最近通産省あるいは原子力委員会から[71

た報告書のところまで分っていなかった訳で

す。

井門 結構です。この蒸気発生器細管の事

故というのは,原子炉冷却材圧カバンダリー

事故という風に言えますね。

内田 原子炉冷却材圧カバンダリーの事故

という,そこで事故と言われるとちょっとそ

うは思えないのですが,要するに大きな放射

能漏洩に結びつく様な問題は現在蒸気発生器

細管の漏洩事象についてはない訳ですから,

現在の蒸気発生器細管の漏洩が大きな原子炉

事故に結びつくとは思っておりません。従い

まして圧カパウンダリーの大きな事故とは思

っておりません。

昇れ 私は圧カパウンダリーの大きな事故

かという質問はしていません。それから内田

証人も我々の使っている事故概念でも良いと

認められたのではありませんか。そういう意

味で, これは圧カバウングリー事故と言える

のでないですか。

内田 私は,圧カバウンダリー漏洩の事象

であります。あなたが事故という,その範疇

内容が良く分りませんので何とも申し上げら

れ ません。
「
熱  乙 17号証の「安全設計審査指針」の

の 5,原子炉冷却材圧カバウング リー, これ

の 1でありますけれども,こ にゝ原子炉冷却

材圧カバウンダリーとなる系及び機器の部分

は予想される異常状態に起因する急激な炉心

への反応度付加にもとずく荷重に対しても破

損することのないような設計であること, こ

う書いてありますね。

内田 はい。

井門 この蒸気発生器細管の漏洩事故はこ

れと照らし合せると,ど ういうことになりま

すか。

薇こ こ にゝ荷重に対しても破損すること

のないような設計というのは,蒸気発生器の

細管が大きく破損すること,破壊すること,

あるいは蒸気発生器破断事故で想定するよう

なギロチン破断とかそういう破壊のことを云

っている。ですから応力腐蝕とか,あ るいは

今回のような蒸気発生器細管の化学的な腐蝕

によるピンホール程度の損傷というのは,こ

こで云うような設計の条件とする破損暉ばな

い。これはむしろ機械的な破損を云っている。

井門 たとえば減肉現象が起っていて,そ

こに地震が起ったと仮定しますと,機械的な

破損につながるのではないですか。

内田 そういうときに破損しないように設

計されている。肉厚にしても厚いですし,そ

れから支持におきましても。

井門 私が聞いているのは今云った減肉現

象,あ るいはピンホール現象が起っている部

分は暉りいう設計に合わないのではないかと
い うことです。 .

内田 減肉を起している細管を使って破損

の実験をしています。だか ら相当量減肉して
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いても冷却材圧カバウンダリーの大きな破損

に導くようなことにはなりません。それだけ

設計に十分予裕があるわけです。

井門 お答えを聞いていますと,非常に無

責任な審査をや っているように感じられます。

上野 裁判長削除願います。

井門 終ります。

li品 (原告)証 人にお伺いしますが,先

ほど井門代理人の質問に対して,事故の定義

は各国の判断にまかされるとお答えになりま

したが,そ うでございますか。

内田 はい。

川口 それでは改めて事故に対する定義と

い うものをお答え願いたいと思います。

内田 OECDが 定義をしております事故

とい うのは一般公衆並びに従事者に重大な影

響を与えるかも知れないと予想される大量の

放射能の放出をともなう事故とい うのが 1つ

の定義ですo次に大量の放射能がどうピ懇か ,

どれだけの量が出ることによって原子炉事故

というかということは立地上の問題との関連

もありますので,各国の判断にまかせるとい

うことを言っている。

川ロ アメ リカとか西 ドイツとかはさてお

いて, 日本ではどの程度で人が死に,ど の程

度の被曝を受けたら事故と称するのか, 日本

におけるその判断の基準を伺いたい。

内田 判断の基準が国では っきり決ってい

るとは申し上げ られません。唯 の個人的な見

解を言えば,OECDの 原子炉事故に相当す

る問題とい うのは告示に示してあります年間

500ミ リンムを越えるおそれのある放射能放

出をともなうものは原子炉事故と言ってよい

と思います。

川口 それではどうい うものを事故と言う

かとい う定義にはならないではありませんか。

内田 私はなると思 っています。
「 280

川口 あなたが事故でなく単なる異常であ

り故障であると答えるような故障が重大な事

故につながるものであるという心配を我々は

もっているので,あなたがたがどの程度のも

のを事故と称され,何人死んだ ら事故 と言わ

れるのか,ど ういう疑惑を受ければ事故 と言

われるのか,それをお答え願いたい。

内田 私が先程申し上げたことではっきり
「 281

していると思います。もう一度繰り返して申

し上げます と,こ れは私の個人の見解ですが ,

科学技術庁の告示に周辺監視区域外に対しま

しては年間 500ミ リンムを許容限度 としてい

ます。 これを越すおそれのある放射能の放出

にむすびつく事象は原子炉事故 と言ってよい

と思います。

川口 私はあなた個人の考え方は事故の定

義にはならないと思 うんです。

内田 個人的見解以外で述べろと言われて

も申し上げる何も私は胃Υていません。
川口 それては日本には,事故の定義とい

うものは設定されておらないということなん

ですか。

内田 ですから日本の原子炉事故の定義と

すれば,やはりOECDに 参加しております

から,OECDの 原子炉安全委員会の下しま

した定義に準じて日本でも考えるべきだと思

いますし,おそらく考えていると思います。

川口 おそらくではぃかんですな。準じて

どういうふうに考えておられるのか,それを

知りたいのです。
「
茜畠 これ以 上,私の見解で御説明をする

以外何も中し上げることはございません。

川口 しかし安全審査をやられるその長と

（）

´

し
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してのあなたが事故の定義,こ れも信じられ

なくて, しかも我々のことに対してこれは事

故でないんだ,異常だとい うふ うなことは言

えないと思 うんです。

内田 ……

川口 それからもう一つ別のことなんです

けれど,我々は当初か ら安全審査 というもの

を非常に杜撰であり,信頼のできるものでは

ないというふうに考えておるわけです。安全

審査というものがどういうふうに運ばれてお

るかという手続き上の問題,先程仲田代理人

からの質問に対して,上野検事はすぐに異議

をさしはさまれますけど,我々の一番心配す

ることは,こ の手続き上の問題がどういうふ

うなことで運ばれておるのか, 86部会が 1

人で行われるような状態,これが一体安全審

査という名に値するのか,こ ういうことは,

あなたが国の申し立て戦術で,一番大事な我

々の一番知りたいところを明らかにしようと

思うのを妨害するような立場ですけど,あな

たも国の役人として,国民の安全に対しては

我々以上に考えなければならない立場だと思

う。

裁判長 ちょっと待ちなさい。誰に言って

いるのですか。

川口 今のことは上野検事です。そういう

戦術はやめて下さいということです。

裁判長 証人に聞いているわけではないん

ですね。

川口 証人には先程言いましたような……

裁判長 手続きの点については, これも一

つの大きな争点になっておるんです。

川口 そうです。

裁判長 なっておるけど,現段階ではまだ

そこまで審議が煮詰っていないので,それは

また……

柴田 (原告代理人) 証人は燃料棒が曲る

i:i層][:曇璽][il「〔基[1[r
と言われましたね。ところが他のところでは,

燃料棒の曲がり現象は燃料棒が極端に曲りま

して,隣 りの燃料棒に密着して,そのま 原ゝ

子炉を動かすことがあったとぃたしますと,

燃料の一部に破損なり,あ るいは燃料被覆管

の一部が溶けるとぃうことがあるかも知れま

せんと言っておられます。でこのように異っ

たことを言われているわけですが,こ の点矛

盾しているんではないでしょうか。

内田 説明が多少不十分かと思いますげピ

こういうことでございます。

後半に申されましたように,燃料棒の曲りが

検査の結果判りましたならば,その曲ったま

でゝ運転を続けるときに,燃料が隣りの燃料

にくっつくようなことがあるといたしますと

燃料の破損溶融,一部の溶融に結びつく心配

がございます。そういうことにならないよう

に燃料棒の曲りの大きなもの,は 取り換えて運

転致します。

喋鴇  もし燃料棒がお互いにくっついた場

合には,燃料の破損あるいは溶融が起り得る

ということは間違いありませんね。

内田 起る心配がござぃます。

柴田 我国ではじめて燃料棒の曲りが見つ

かったのは何時,何処でですか。

内田 美浜 2号です。年月日まではっきり

憶えていませんが・……

柴田 48年 5月 の第 1回定検のときです。

内田 はい。

「
業畠 美浜 2号における燃料集合体の数は

全部で 121体 ですね。

し
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そのうち曲がりの見つかった数は何体ござい

ますか。

内田 覚えておりません。記録を見ていた

けゞばよいと思います。

柴田 16体ではございませんでしたか。

内田 あ そゝうですか

柴田 思い出しませんか。

内田 思い出しません。

柴田 はあ―  燃料棒曲り現象は非常に

重大な事故ですね。重大な現象,事象ですね。

喘 はぃ。

柴田 このことについて国の公的な機関で

何体の曲りがあったかということについて公

表されてますね。

内田 はい。

柴田 それによると 16体であったという

ことを思い出されませんか。

内田 はぃ。

柴田 美浜 2号はその後昭和 49年 1月 末

に科学技術庁の許可を得て運転を再開した。
「
をあ時科学技術庁が運転再開を許可するにあ

たって行った燃料棒曲りに対する見解という

のを御存知ですか。

内田 先程申し上げたこととほとんど同じ

だと思います。

柴田 おっしゃって下さい:

内田 曲りのひどいものは運転再開した後

に,く っつくおそれがある。そういうものは

取り換えるということです。ただし曲ったも

のが 16体あるということは,一つの燃料集

合体の中には 169本 の燃料がございますの

で,それが全部曲ったということではげざい

ません。 1体の中に 1本曲ったのがありまし

てもそれは 1体 として数えているわけです。

柴田 被告準備書面第七の 34ベ ーンに燃

料棒の曲り現象の防止とい う項がございます。

それによると,集合体に燃料棒を組み込むと

きに,その上下に十分な隙間をとる。そして

燃料棒を横から支えるパネをゆるめる。そう

いう対策を取るから,曲 りの再発は防止され

る。そういう主張がなされておりますね。畷井

程申しました昭和 49年 1月 の運転再開にあ

たって科学技術庁が発表した見解もこれと同

じことですね。

内田 同じだと思います。

柴田 ところがそのように対策を講じたに

もか わゝらず,その美浜 2号でその後再び曲

りが再発したという事実がございますね。

内田 はい。

柴田 それはいつですか。

内田 それはその次の定検だと思います。

柴田 昭和 50年 1月 のことですね。%の

さい曲りを生じた集合体の数は幾つだったで

しょうか。

内田 覚えておりません。 ・

柴田 これも公表されていることですが,

46体でございましたね。如何でしょうか。

内田 覚えておりません。

柴田 そうしますと,対策をほどこしたに

もか わゝらず,さ らに前回の 3倍にわたる燃

料棒の曲り現象が発見された。このように対

策をほどこしたのに,さ らに多くの雷Tてい

る集合体が見つかったということは,その対

策が効果がなかったと言わざるを得ませんね。

内田 一寸内容が違うのではないかと思い

ます。燃料棒の曲りの一つの原因には国がこ

の対策として燃料棒の上下に隙間をおくとい

うのが 1つてございます。それからバネの力

をゆるめるとかいうことがありますがノくネの

力はもともと燃料棒が冷却水の流れによって

（ヽ）

（
）
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います。したがいましてバネの力と上下の隙

間とそういうような条件が燃料棒の曲りにな

るわけです。美浜の 2号で最初の 16体が見

つかりました時点で,残 っております燃料体

は同じ設計のものがあるわけであります。し

たがいまして,燃料管が大きく曲りをもって

溶融とか破損に結びつくような密着がないと

いう判断がつくものであれば,その燃料体を

全部新しい設計のものに取り換えるというこ
「295

とはしていないわけです。でありますから,

これは統計的な問題として, 2万本以上もあ

る燃料でありますから,燃料の曲りというも

のを絶対防ぐということにはならないわけで

す。できないわけです。運転に支障のない範

囲の燃料の曲りというのは有り得ると思いま

すoそ ういうことでありまして,最初の 16

体のときの対策と言いましても,残っている

燃料棒は同じ設計のものが残っているわけで
96

す。したがいまして次の定検に確率的に言い

まして若千の燃料体が曲り現象をもつという

ことは当然有り得るわけです。

柴田 燃料棒の曲り現象の原因が判明して

いて,対策が取られているという御主張でご

ざいますが,その点に関連してさらに聞いて

いきます。この美浜 2号の曲った燃料棒が英

国に送られたという事実は御存じですか。

内田 はい。知っております。

柴田 いつのことですか。~品
それは第 1回に発見された後であり

ます。その燃料の検査のために国外に送った

んだと思います。

柴田 第 1回の発見は昭和 48年 9月 でご

ざいました。このことは新聞に報道されたこ

とですが, これは昭和 50年 2月 に送られた

そういうことですが,記憶を正されましたか。

内田 時期については私は間違っているか

も知れません。要するに曲りました燃料の検

査のために送ったということは聞いておりま

す。時点については私の誤解です。

嚇  これが英国に送られたというその目

的は今仰いましたが,曲 りの原因の究明のた

めですね。

内田 私は燃料が専門でありませんから,

詳細多少間違いだと思いますが,曲 りの原因

究明のためてはなくて,曲 った燃料の検査の

ためです。

柴田 何を検査するのですか。

内田 曲った燃料棒の被覆材とか,中のペ

レットの状況というようなことです。原因で

はない。

「
業出 燃料ベンットの状態や燃料棒の偏平

化とかいうことですね。そういう現象を調べ

て,なぜ燃料棒が曲るのかということをその

原因を究明するために送ったのではないです

か。

内田 もちろん原因の究明にもなりますけ

れど,直接英国で曲りの原因を究明するわけ

ではないと思います。

柴日 英国で燃料棒の状態を検査してもら

って,その結果報告を取り寄せて,それから

燃料棒の曲りの原因を究明する。だから英国

では直接燃料棒の曲りの原因を究明するので

はないと,そ ういうふうに仰るわけですね。

結局のところ,燃料棒曲り現象について現在

の状況は未だ原因も輔射していない。したが

って防止の対策も十分取られていない。再発

も防げない。そういうことになりませんか。

内田 多数の燃料棒が入っておりますから
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一つの原子炉について 2万本も入っておりま

す燃料棒でありますから,確率論的に言いま

しても燃料棒の曲りが全くないというわけに

はまいりません。要は燃料棒の曲りが安全上

支障がないかどうかということの方が議論の

問題でございます。
「
業L 次に進みます。原発に発生す事故と

いうのはいろいろ考えられるわけですが,そ

の中で想定事故に選ばれる事故というのはど

のような観点から選ばれるのでしょうか。

内田 立地評価の場合の想定事故というの

は立地審査指針に書いてございますように,

先ず重大事故であります。これは技術的見地

から最悪の場合には起ると考えられる事故で

す。

柴田 種類と内容ではなく,「どのような観

点から選ばれるかということ,端的に言えば

事故による周辺への放射線障害の影響が大き

いものそういうものを選ぶわけですね。

内日 立地審査指針が基本でありますから

それが観点になります。

柴田 伊方の場合に想定事故に選ばれてい

る事故は一次冷却材喪失事故と蒸気発生器細

管破断事故ですね。

内田 はい,そ うです。

「
彙畠 蒸気発生器細管破断事故というのは

いろいろな事故の中でも,発生すればその被

害が大きいものということが考えられますね。

内田 はい想定事故の一つです。

柴田 伊方の場合,蒸気発生器細管破断事

故について,いわゆる重大事故の場合に環境

に放出される放射能は安全審査ではどのくら

いと評価しましたか。

内田 乙の第 5章に書いてありますが,曜多
4

大事故の場合,ヨ ウ素 61キ ニーリ■,希 ガ

ス 19400キ ュー リー

柴田 前回に,一次冷却材喪失事故の重大

事故について放出放射能の量を言われました

ね。 ヨウ素が 20キ ュー リー,希 ガスが 32

90キ ュー リー

内田 はい。

気重星器露』儀]彗i:L馨 言I彙
「

言L雹

民に対する被曝線量が大きいということにな

るわけですね。

内田 はい。

柴田 次に,加圧水型原子炉において,一

次冷却材喪失のさいのECCSの 効果と蒸気

発生器細管の健全性との間に重大な関連性が

あるということが,最近とくに強調されてき

ているということについては御存じてしょう

ォa。

内田 どういう意味で質問なさっているか

嘘lこ はょくゎかりませんが,ECCSと 蒸気
発生器細管との関連 とい うことがわか らない。

柴田 一次冷却材喪失事故のさいに,その

働くべきECCSの 効果と蒸気発生器細管の

健全性との関連性です。

内田 冷却材喪失事故のときに,ECCS

が燃料の過熱溶融を防止するために作動しそ

の性能を発揮するわけですけども,

柴田 そのさいの蒸気発生器細管の健全性

との関連です。

内田 もちろん大事であります。蒸気発生

器細管の湛基性ということは設計審査指針で

もって十分それを確認するわけです。

柴田 この関連性ということを判り易く説

明して頂けますか。

内田 冷却材喪失事故が起りましたときの

異常,例えば圧力波等が蒸気発生器細管の健

し

W

-12-



V

全性を損うかどうかという問題です。そうい

うことまで考えて蒸気発生器細管の設計がで

きているわけですから,そのために破断する

ことはありません。
「3o8

柴田 もし一次系の大口経配管が破断して

それによる一次冷却材喪失事故が発生した場

合に,その圧力波等によって蒸気発生器細管

が破断すればどのような状態を生じますか。

内日 立地評価のときの想定事故に対しま

しては,冷却材喪失事故という有りそうもな

い事故を想定して,しかも蒸気発生器細管が

それと同時に壊れるというような事象は考え

てないわけです。考える必要はないんです。

柴田 私がお聞きしているのは,最近とく

に強調されているこの二つの関連性,その内

容にぢポて専門家でぃらっしゃるあなたから

裁判所に判りやすく話していたゞこうと思い

ましてお聞きしているわけです。

内田 どういう事故が起りそうであるかと

いう,起り易すさということとあるいは信頼

性ということについて話しをしなければ事故

の説明にはならないのです。ですから立地評

価のときの想定事故に対しましては,冷却材

喪失事故と蒸気発生器細管のリピチン破断と

が同時発生するということは事故の想定には

しないわけですoその必要はございません。

柴田 そういうことをお聞きしているので

ないわけです。もし一次冷却材喪失事故時に

蒸気発生器細管が破断すれば,ECCSの 効

果にどのような影響を及ぼすのか,その仕組

みを御存じのところ簡単にお話し願えたらと

思ってお聞きしているんです。

作』:て

'III彙

詈覺li島響li:l織

損することを考えろという仮定に立てば,確

か:こ ECCSの 性能というのはそれによって

非常に損われことは間違いありません。

柴田 非常にECCSの 機能が損われるわ

けですね。

咳ll証人は前回の証言中で,蒸気発生器細

管の耐圧性についてこのようなことを言われ

ています。調書 116Tウ ラから117Tに かけ

てですが,何らかの過渡条件が炉心の方にあ

ったとき, この圧力波などを受けて細管が壊

れないような強度をもつ必要があります。単

に圧力温度に耐えるだけでなく,そのような

過渡状態に安全な応答をする必要があります。

「
11こ ろで被告は準備書面三の40ベ ージにお

いて,た とえ細管に減肉があっても十分耐圧

性があると,要約するとそのように主張され

ております。それからさらに被告準備書E14)

の 1ペ ーンにおいて,その十分な耐圧がある

根拠とは三菱重工における細管の耐圧試験の

結果であるとされておりますね。被告の準備

書面で使われている耐圧というのは,先程私

が繰り返し読み返したように証人が証言中で

言っておられる,単に圧力に耐えるだけでは

なくと言っていること。つまり過渡状態の圧

力波については,「こ
11に

は入っていないわけ
ですね。

内田 準備書面三の40ペ ーンに書いてご

ざいますように,破壊圧力は例えば減肉が70

%の 細管で,その減肉している部分の長さが

8"の場合に約 500気圧, 100mの場合に

約300気圧であって云々と書いてります。一

次冷却系の圧力は常時は175気圧であります。

したがいまして,冷却材喪失事故のような破

断がありましたときの圧力波を考えましても,

「ピあ‰肉の細管についての実験である500

気圧,300気圧は十分それに耐え得るわけで

ツ
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あります。

柴田 準備書 (四)の 2ペ ージロのこの記

述を確認していたゞきたぃのですが,試験は

油圧ポンプまたは水圧ポンプによって逐次供

試体の内圧を上昇させ,その破壊圧力を求め

ることによって行ったとあります。すなわち

衝撃波などの実験はされていないわけですね。

内田 衝撃波としての実験ではありません。

柴田 にもかかわらず,こ の実験で過渡状

態における衝撃波があっても,減肉細管は大
「
デ臭だとぉっしゃる証人の根拠は何でしょう。
か 。

内田 今申し上げた通り,準備書面 (三 )

の 40ペ ージに書いてありますように,静圧

であって500気圧1300気圧にもつというこ

とは175気圧で使っています一次冷却水の破

断がありましたときの動圧を考えましたとき

に,十分の圧力であるということです。です

から実験として衝撃圧をかける実験を行いま

せんでも,静圧の破壊圧力として175気圧に

対しまして,比較して500気圧,ピ6Ъ気圧で

破壊圧力があるということは1衝撃圧力を考

えても十分であるということになります。

柴田 ところで,本件伊方原子力発電所と

美浜 2号炉では蒸気発生器の構造が同形でご

ざいますね。

内田 はい同じです。

柴田 美浜 1号 とは異るわけですね。美浜

1号 と美浜 2号 とでは,前回先生は細管腐蝕

の原因が異なるかのような発言をされている

ようにも受けとれるのですが。%何ですか。

内田 美浜 1号 と美浜 2号 との腐蝕の原因

の違いでございますか。

柴田 違うとおっしゃったのかどうか。

内田 美浜 1号の蒸気発生器細管の漏洩の

原因といゝますのは,最近原子力委員会から

も発表されましたように,かなり詳細に判っ

ております。美浜 2号と 1号 との違いとい ゝ

ますのは構造上の違いが主でございます。

でありますから,こ の腐蝕の問題は先程申し

上げましたように,細管の構造とか,あるい

はそれをス トラップで止める止め方等により

まして,局部的に蒸気が発生しても,それが

うまく離脱しないところができるば″です。

そういう所に,水の処理との問題で リン酸塩

がそこで濃縮されるということがありますか

ら,化学的と言いますか物理的と言いますか

腐蝕の現象とすれば,美浜 1号も美浜 2号も

同じカテゴリーと思いますけど,構造が違う

ということで蒸気泡の発生離脱という起る場

所とか起り方が違うということを言ったわけ

です。

柴田 美浜 1号 と2号 とでは構造に起因す

る発生場所に差があった。その本質的な原因

は前回言われました甲リイァンドウェット現

象と水処理の薬剤として用いたリン酸ソーダ

による化学腐蝕ということで,結局は本質的

な原因は 1号 と2号で同じことであるという

ことですね。  ´

内田
:はい。           :

柴田 そうしますと,被告は準備書面 (5)

の 6ペ ーンから7ペ ーンにかけて,本件原子

炉は美浜 2号 と同型炉でウエスチングハウス

型であるから,蒸気発生器細管の損傷は起ら

ない,と 主張しておられますね。ところがそ

うしますとこれは誤りであるということにな

りますね。この主張の限度で結構ですよ。

内田 その……

上野 (被告代理人) その主張の範囲とは

どういうことですか。

し

V

-14-



し

柴田 準備書面に書かれている意味です。

先生の御見解は抜きにして,被告がかつて未

だ原因が判らない段階で,本件伊方原子炉は

美浜 2号炉と同型だから,ウ エスチングハウ

ス社だからもう起らないと言ったわけですね。

ところが美浜 2号炉で現に起った。そういう

事態がこの準備書面提出でそこにある。その

点を確認している。
1高
笛 美浜 1号 と美浜 2号の蒸気発生器の

細管の構造とこの固定の方法が違いますので,

その固定のところでの腐蝕というのは美浜 2

号では 1号 と同じ場所に起っていない訳です

けれど

柴田 結構でございます。次に進みます。

証人は二次系の水処理の薬剤として, リン

酸ソーダからヒドランンあるいはアンモニア

に変えたからもう大丈夫だというふうにおっ

しゃっていますけれど,その点についてお聞

きしたいわけです。どうして最初からヒドラ

ンンを使わずに,従来 リン酸ソーダを使って

来たわけですか。

内田 審査会としては,そ ういう問題は屡

23

討しておりません。それは事業所の方が水処

理の方法を選択するわけです。

柴田 それではお聞きします。 リン酸ソ=
ダとヒドランンでは水処理の機能についてど

のような違いがありますか。

内田 私は腐蝕の専門ではありませんが,

ヒドランンの水処理と言いますのはボラタイ

ル式でありまして,腐蝕の何といいますか,

スラッンがあまり出ないわけであります。

腐蝕生成物が水の中に溶けてくるわけです。

lII蕎璽Fi易;:lζ lii:[L[撃F
それからヒドランンでボラタイル式にすると

いうのは主としてコンデンサーからの海水の

リークに対しての塩素と酸素の問題をおさえ

るというためにでてきている。

柴田 よくわかりませんので,我々にも裁

判所にも判るように,順番に言って頂きたい

と思います。先ず二次系の水の中にヒドラン

ンや リン酸を入れるというのは何のためてし

ょうか。この前おっしゃっておりましたね。

水を弱アルカリに保つということですね。酸

性にしておくと酸化が起ってナビていくとい

うことですね。

内田 金属表面に酸化膜をうくって,鳴れ

が防蝕の役目をするということであります。

ヒドラジンは主としてコンデンナーからのリ

ークに対して,海水の漏洩に対して塩素濃度,

酸素濃度を押えるというのが主な目的です。

柴田 ところがヒドランンでは一つ大きな

弱点があるわけですね。それは御存知でしょ

うか。マグネンウムやカルシウム,そ うぃう

ものを含んでいると海水が入ってくるとかん

石が出来ると,これは火力発電所やポイラー

などの常識ですね。  
´

内日 はい。

柴田 だからヒドランンは使えないわけで

すね。従来使わなかった。ところが リン酸は

墜:;い うマグネシウムやカルシウムが入って

来ても大丈夫だと,忽ち,それを捉えて落し

てしまうわけですね。

内田 はい

柴田 そういうことで従来リン酸ソーダは

使われてきたとぃうことですね。

こころで,証人はリン酸ソーダが細管を化

学的に腐蝕することが実験で確められたと証

言されていますね。

内田 はい

-15-



柴田 その実験の結果は公表されています

か 。

「
高笛 その辺は原子力委員会が発表したと

思います。

柴田 何時のことですか。

内田 昨年の暮れでございます。

柴田 何に発表されましたか。

内田 発表の方法は知りません。原子力委

員会の意見を付けて発表している筈です。

柴田 そういうものはどこで確認できるで

し ょうか。

「
高笛 科学技術庁で確認できるのではない

てしょうか。

柴田 その発表されたという実験ですが,

何時,誰によって,どのように行われました

か。

内田 主として実験を行いましたのは,通

産省に設けられました蒸気発生器細管事故対

策委員会 (名 前ははっきりしませんが)の指

導で実験をしております。

柴田 その指導で何処で実験をなされまし

た。

内田 主たる実験は三菱重工高砂研究所で

ございます。
「
業笛 その時期は。
内田 時期は,終 りましたのは昨年の春。

報告書を書きまして昨年の暮に発表した。

昨年の夏その中間ができたわけです。それま

でに実験をしたわけです。

柴田 実験をなされたのは

内田 二年ぐらい掛かっております。

柴田 49年 から50年にかけてというこ

とですか。

内田 そう思って頂いて結構です。もっと

もその前の基礎的な実験はもう行っています

けど。

「
黛当 どこで,どのような実験が行われた

のですか。

内田 美浜 1号で使われました蒸気発生器

細管と同じ材料のインコネル600を使いまし

て,ガ 型ヽの蒸気発生器を作りまして,そ こで

前回申し上げました ドライアンドウェットの

現象とか,それからヒドラジンを入れた腐蝕

の実験,再現の実験まで確認しております。

しかも,それを洗いまして,ボ ラタイル式に

換えて,さ らに腐蝕の実験をやりましたが,

ボラタイル式に換えた後は腐蝕は起らないと

いうことの確認までしております。
「
黛出 今の件,確認しますと, リン酸ソー

ダを使って美浜 1号の蒸気発生器の実物模型

を使って試験をやったと

内田 実物模型,そんな大きな模型ではご

ざいません。細管とそれの支持のところです

ね。そこに ドライアンドウェットの現象が起

るというそういう場所を中心にしまして実験

をしたわけです。

柴田 リン酸ソーダを使った実験は時間と

してはどのくらいやられましたか

内田 1000時間,再現を確認しておりま

す。

柴田 その際, ヒドラジンを使っての実験

もされたということばギね。
内田 初めか らヒ ドラジンであれば,腐蝕

は事実上ないと言ってよい実験はもともとあ

るわけです。問題は リン酸ソーダでもって腐

蝕したものを洗いまして ヒ ドランンに交換し

たときに,ど ういう現象があるか ということ

を見ておりますので,1000時間運転した細

管を洗 って, ヒ ドラジン換えて実験 したわけ

です。

し

つ
′
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し

柴田 そのヒ ドランンの場合のテス ト時間

はどのk3言ぃてした。

内田 ヒドランンの場合のテス ト時間は今

はっきり覚えておりませんが,何百時間,千

時間まではやってません。

柴田 何百時間

内田 はい

柴田 この実験というのは昭和 49年から

50年にかけて行われたということですから,

伊方の審査から2年以上たった後のことです

ォa。

内田 はい

りす塁のi苦 [[|:」 3i:二[;;[L

アを使うから,も う減肉は起らないというこ

とですね。

内田 絶対起らないとは言えないと思いま

す。統計的な問題ですから。

柴田 何の問題ですか

内田 統計的な問題ですから,一つの蒸気

発生器に2000本あるような細管があります

から,そ ういうものが工学的見地から言えば,

統計的な問題として漏洩のような小さなピン

ホールが絶対ないとは言いきれませんo

柴田 一寸待って下さい。これは統計的な

問題でなくて,原理的な問題なのです。

リン酸による化学腐蝕ピTっ て,蒸気発生器

細管が腐蝕したということですね。だからも

うリン酸を使わない。ヒドランンを使う
`ヒ

ドランンでは腐蝕は発生しないと。そういう

ふうな実験をされたと,だから起らないと言

うことでしょう。にもか わゝらず,何が統計

的な問題ですかo

内田 リン酸ソーダによる腐蝕の実験をし

て, リン酸ソーダをなくして今度ヒドランン

に換えたわけですか ら, リン酸ソーダによる

腐蝕は当然ないわけです。

柴田 なる程,判 りました。

内田 でありますけれど,材料を使 ってお

りますものが,嘱蝕とぃぅ問題が絶対ないと

いうわけにはいきません。

柴田 そうすると,ヒ ドランンを使っても

これから腐蝕が起るかどうかは未知数である

ということでございますね。

内田 それは未知数ですね。ですから,そ

れは統計的に判断するとぃうことです。

柴田 この点に関連してさらにお聞きした

いのですが,証人は外国の例などにも随分お

詳しいようですので,お聞きしますが,ヒ ド

ランンやアンモニアに薬剤を代えても,細管

の減肉が相変らず発生しているという例が米

国などでございますね。
1高L はぃ,ぁります。
柴田 例えば,米国のポイントビーチ原発

でありましたね。

内田 はい

柴田 その具体的な経過というものをこゝ

で簡単に話して頂けますか

内田 具体的な経過を詳細に申し上げるだ

けの資料今頭の中にないのですけれども。

ポイントビーチではかなりの量が漏洩致しま

して, とくにその後検査した時に,一つのパ

イプに破断,穴があいておるということと,

「338

検査しましたならば, 90%ぐ らいの減肉の

指示があったものが 10本 ぐらい。それから

蒸気発生器の下方にかなリスラッンが溜って

おったということが判ったという事は聞いて

おります。

柴田 時期は何時頃でしたでしょうか。

内田 時期までは覚えておりません。昨年

し
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の 2月 頃じゃなかったかと。         換えた時期は何時頃でしょうか。これは御存

柴田 2月 にポイントビーチの 1号がそし  知でしょうね。日本の事ですから。

て8月 に 2号が放射能漏れを起しております   内田 高浜 1号がヒドランンに切り換えた

ね。                    のlt,高浜 1号が未だ試運転中であったと思

内田 はい               ぃます。

喋1 ポイントビーチでヒドラジンに水処   柴田 時期で言いますと

理薬剤を切り代えた時期は何時頃だったてし   内田 49年 の暮から50年にかけてだと

ようか。                 思います。

内田 そこまでは,調べておりません。    柴田 49年 の9月 頃に運転そろそろ開始

柴田 一昨年の 9月頃である。大体そのあ  1理槙 う事じゃなかったでしょぅか。

たりでしょうか。                内田 商業運転に入る前から切り換えてお   、′
内田 知りません。             ります。年月日ははっきり致しません。

柴田 全然知りませんか。          柴田 49年 の後半であるという事は言え

内田 はい。               るのですか。

柴田 今ポイントビーチ原発の例をあげた   内田 はい

わけですけども,こ の点について検討してみ   柴田 ところで,高浜 1号は去年の 11月

二li羹壼:こ子:』重ぶ[:〔 [ξ璽[l' 
か
i言
警兵:1lli]『

ね。
らかなわけで,これからヒドランンやアンモ   柴田 蒸気発生器細管の検査もやっている

ニアを使うから,減肉は発生しないと言う事  と聞いておりますけれど,そ の点間違いござ

は言えないわけですねぉ           ぃませんか。

内田 絶対発生しないとは言えないと思い   鴨 日 間違いございません。

ます。発生させない努力をするためには,運   柴田 その結果は如何でした。

転管理上の問題が入っております。ですから   内田 結果は未だ詳細報告私は受けており

ポイントビーチがどういった運転管理をして  ません。                    v
いるかという事を調査しなければならないと   柴田 簡単な報告は受けておられますか。

思います。                   内田 はい減肉の指示があったという事は

切IIて菫董[[FiL重][:∫ :子IF  
聞
塁Eお:il翼ノたしたと

内田 現在,加圧水型で運転している原子   内田 いや発生したと指示があったわけで

力発電所は全部ヒドラジンになっております。 す。

柴田 例えば,               柴日 指示と言いますと

内田 美浜 2号,高浜 1号,高浜 2号,玄   内田 高浜 1号炉はヒドラジンに換える前

海 1号。                  にリン酸ソーダで試運転の期間があったわけ

柴田 例えば高浜 1号でヒドランンに切り  で有ります。で有りますから,その影響が残
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ったのが現在指示が出て来る訳です。

柴田 先程のお話しですと試運転中からも

うリン酸り世ダに切り換えていたというお話
してしたね。

内田 ですから試運転期間の途中から切り

換えた訳です。

柴田 試運転期間の初期の段階にリン酸ソ

ーダを使った,その影響が残っているとおっ

しゃる訳ですか。

内田 そうだと思います。

柴田 そういう理由の検討は今簡単に云わ

れましたけど,何処かで検討されたんでしょ

うか。あるいは証人個人がこうだろうと軽く

考えている事を仰有った訳でしょうかo

内日 未だ公けの機関で検討している訳で

はピぜいません。高浜 1号の定検の際に,そ

ういう減肉の指示があったという事は聞いて

おりますので,私が 1人で判断している訳で

す。

柴田 減肉の指示とはどういう事ですか。

どういう字ですか。

内日 指示ですo渦電流でもって検査して

30%の指示というのは30%減肉している

事には必ずしも結びつかない。一つの指示で

あります。            `

柴田 高浜 1号で試運転中に リン酸ソーダ

からピ∵ランンに切り換える時に,蒸気発生

器に何等かの損傷があるかどうか調べません

でしたか。

内田 私はそういう事に関係していません

から存じません。

柴田 知らない。

内田 はい。

柴田 それならどうして,先程云いました

新しく発見された損傷は試運転前の残存 リン

酸の影響であるとい う事が云える訳でしょう

か。

上野 (被告代理人) 裁判長,今の質問は

非常に相当でありません。それならば調べて

そういう減肉現象はなか ったということをは

っきり云って前提にして云って下さいo

柴田 証人はヒドラジンに切り換える時の

結果を知らないのに,ど うして新しい原因が

判るのかお聞きしている。

上野 それが残ったのではないかと。

柴田 だからそういう原因がどうして推定

できるのかということです。前提がわからず

:こ 。

上野 前提が判らずに,は っきりしないか

らそういうふうに云うo

藤田 (原告代理人) 証人が答えられるこ

とですから上野さんあんまり先々と云わない

て下さい。

(場内笑い)

柴田 証人は高浜原発で, リン酸からヒド

ランンに切り換えられる場合に,その当時,

蒸気発生器細管が損傷していたかどうかにつ

いては知らない。そういう調査がなされたか

どぅかピらぃては知らないという事ですね。

内田 はい知りません。

柴田 最近の事ですけれど,通産省原子力

発電技術顧間会がございましたね。

内田 はい,有りました。

柴田 何時でしょうか。

内田 2月 の 2+……先週の金曜 ?……

どうも記憶に弱いものだから。 (場内笑い)

柴田 金曜日ですか。

内田 はい。

柴田 それでは2月 の 20日 でございます

ね 。
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内田 はい。

柴田 技術顧間会のその席で, この高浜の

報告は出なかったでしょうか。

内日 高浜の報告は今お話ししましたよう

に指示があったという簡単な報告は有りまし

た。未だ定期検査の途中でありますので,詳

細な結果はもちろん聞いておりません。

柴田 普通定検というのは 2ケ月ですね。

内田 大体その位必要ですね。    ,

柴田 ところが高浜 1号は昨年 11月 に定

検に入って,未だやっているという事ですね。

内田 はい。

柴田 結構です。私の方は終ります。

新谷 (原告代理人) 主尋間において原子

炉に対する外乱の中の自然現象としては日本

では地震が非常に大きな目星として浮び上っ

て来るとおっしゃいましたね。

内田 はい。

新谷 何故日本では地震が大きな問題とし

て出て来る訳でしょうか。

内田・ 午前中に申し上げましたように立地

審査指針に書いてあります自然現象が大きな

原子炉事故の誘因になるかならないかの問題

でありますが,自然現象の中には台風も有り

ますし,高潮も有りますし,津波も有る訳で

有ります。そういうものに対しては技術的に

かなり容易に対策が取れる事T有ります。

でありますから残る問題として日本では地震

がでて来る訳であります。アメリカであれば,

龍巻を非常に重視致します。

新谷 日本で地震を重視するというのは,

日本は地震が多いからだという事ですね。

内田 まあ,そ ういう事です。

新谷 そうすると,ア メリカでは地震は少

ないのですか。

内田 いや, アメリカでも地震はかなり多

ぃです。咤写から耐震設計というものを日本

と殆ど同じぐらいにやっています。

新谷 アメリカの原子力発電所の分布を見

ると,大部分は東部海岸の方に集っているの

ではありませんか。

内日 はい,そ うでありますね。

新谷 カリフォルニアとか, 西部海岸の方

にない訳ではないと思いますが,非常に少い

ですね。

内田 はい

新谷 その原因は何故でしょうか

内田 私には判りませんね。

新谷 いや,その程度の事はお判りになる

のではないでしょうか。

内田 原子力発電所の分布を決めるのは,

工学的条件もありますし,先ず磐∬系統上何

処がよいかという事が考えられると思います

から,ア メリカというのは各電力会社が別々

でございまして,石油がある所もありますし

天然ガスが豊富な所もあったりしますから,

何故東に分布して西に少ないかという事は私

に聞かれても判りません。

新谷 全然判りませんか

内田 判りません。

新谷 その大きな理由の一つとしては,カ

リフォルニアの方はアメリカとしては非常に

地震が多い。それて原発は余り作られないと

いうのが理由の一つではありませんか。

内田 いや,そ うは思いませんね。地震が

ありましても,襦震設計は出来る訳ですから

新谷 アメリカのカリフォルニア州でボ ド

カという所で原子力発電所の計画が中止され

たのは御存じですか。

内田 ボデカですか,聞いておりますo

し

し

「
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し

新谷 理由は何ですか ?

内田 全部の理由はよく知 りませんが,確

かに耐震上の問題があったことは聞いており

ます。

新谷 耐震技術を超える地震が来る可能性

があるとい うことですか ?
「
パ譴 耐震設計は可能ですか ら,なぜ耐震

上問題になって中止されたのか,私には分り

ません。

新谷 それか ら,マ リブとい うところでは

原発の計画が中止になったのですか ?

内田 そういう話も聞いております。ごく

最近のことですが。

新谷 その理由は何でしょうか?

内田 よく存じませんが,おそらく地震の
「高名もあるかと思います。

新谷 この原子炉もカルフォルニア州にあ

るのですね ?

内田 えゝ

新谷 アメリカのラスムッセン報告の中で

は地震をどういうふうに評価していたのでし

ょうか ?

内田 アメリカでは地震を確率論的に評価

しておりまして,安全停止地震 (Safety

ShutdOwn Earthquake)嘘 こえる地震の起

る確率がたしか 10~7.… .., 10~4で したか

数値は記憶ありませんが,地震によって大き

な原子炉事故は発生しないということで,地

震による原子炉事故の発生を確率論的に評価

はしておりません。すなわち,現在の耐震設

計で十分だという結論を下しております。

新谷 発生率が小さいということと,耐震

設計で大丈夫ということとは問題がちがうの

ではないですか ?
「
高1 そぅではぁりません。原子力発電所

の耐震問題というのは,原子力発電所に対し

て設計上の地震を想定します。その設計地震

までは安全に停止できるという日本でいえば

設計審査指針のような設計指針があり,それ

によって設計されています。その設計地震を

超えるような大きな地震は起る確率が非常に

少いから設計地震まで考えておけば早雰であ

るというのがラスムッセン報告の結論です。

新谷 設計地震をこえる地震というのは発

生率が少いから無視ないしはほとんど無視し

てもいいということですね ?

内田 そういうことです。

「
ポ審 ところで,原子炉の立地審査指針と

いうのがありますが,こ れは書証では乙 16

号証にのっておりますが, これの基本的考え

方で原則的立地条件に「大きな事故の誘因と

なるような事象が過去において無かったこと

が勿論であるが」という記述があります。こ

れは, 日本の場合では特に地震が問題である

わけですね ?

「潤出 ぇゝ
新谷 具体的に,どの程度の地震が地震解

析にかかるのですか ?

内田 例えば,伊方発電所の場合,審査報

告にありますように原子力発電所のおかれま

す基盤で水平加速度 200ルレというのが設計

基本地震です。

新谷 すると,大 きな事故の誘因となるよ

うな事象の地震というのは,特定の原子力発

電所の地盤,そ ういうのを頭において決るの

ですか ?
「
高L もちろんそうです。それぞれ立地評

価の時に決ってゆくのです。

新谷 そうすると,その場合は水平加速度

200ルレを基準にするわけですね ?

し
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内田 それは,伊方発電所についてですが。

新谷 伊方発電所の安全審査を始めるに当

って,地震の点及び地盤の点で,あ の地点は

どういう所であるり::う 認識をお持ちでした
か ?

内田 私は地震の専門家ではありませんか

ら,専門家に聞いてもらわなければなりませ

んが,申請書に書いてあるような立地の条件

であることは知っておりました。

新谷 審査するときに,それぞれの原発で

ポイントみたいなものがありますね。伊方の

場合,地震とか地盤がだピ審査時に重視せね

ばならないと思われる点ではなかったのです

か ?

内日 立地条件の評価の時には,自然現象

としてどこの発電所でも地震が一番ポイント

であることには間違いありません。しかし,

伊方の場合が,ほかの発電所の敷地とちがっ

て特に地震上重要な問題をもっているという

ことはないと思います。

新谷 ここに提出しました甲49号証, こ

れは 50年 2月 2日 の愛媛新聞の写してすが,

この上から2段 目のまん中当りに,当時の四

国電力の副社長,現在の社長ですが,伊方で

は条件が悪い,だが地元の要望が強いので予

備調査をする, とあります。後にポーリング

に訪れた関係者が一様に,こ んな場所に,と

舌をまいた程予定地としては比重が軽かった

そうです。申請前からこのように四国電力の

副社長が地盤的に問題だというような発言を

している事実を,証人は審査の開始に当って,

特に問題であるという意識はリポったのです
か?

内田 特にございません。

新谷 それは審査が終了するまでそうだっ

たのですか,他の原発と同じような地盤が同

じようなウェイ トで審査されたのでしょうか ?

内日 要するに地震につきましては,その

敷地周辺での過去の地震の記録等を十分調査

して,耐震設計の設計基本の地震は 200ガ

ルで適切であると判断したのですから,こ れ

は伊萬視からどうということでなく日本の原
子力発電所 どれも同じような考え方で審査 し

ておるのです。

新谷 伊方の審査の経過の中で,伊方では

地震とか地盤 とかが問題だということが浮び

上って来たという事実はありませんか。

内日 問題であるとい うのは, よく分りま

せんが

新谷 特に力を入れてや らなければならな

いとか。

内田 それは,立地条件 としては一番力を

入れております。どこの発電所も

「ボ各 47年の10月 11日に第106回安
全専門審査会というのが開かれて,その時に

松田時彦さんと垣見さんの二人が調査委員に

選ばれておりますね。これは,安全審査の報告

告が出される1ケ月前ですね ?

喘 はぃ。
新谷 この垣見さんと松田さんの専門は何   、′

ですか?

内田 地震とか地質学が専門です。

新谷 二人とも耐震関係ではいっているの

ですね。なぜこの時期に二人,耐震の人がわ

ざわざ二人もはいられたのですか ?

内田 松田さんと垣見さんは,その時期に

部会の調査委員りじて指名されたのですが,

専門審査会は前から部外協力者として垣見さ

ん,松田さんの専門的な知識は聞く機会は十

分あったようです。

し

卜
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新谷 耐震の関係では86部会には大崎さ

んという方がおられますね。

内田 え ,ゝですから,別に松田さん,垣

見さんだけが耐震の審議にはいっていたわけ

ではなくて,大崎さん或いはその当時はもう

一人はいっておられましたが,そ ういう耐震

の専門家が審査員にもともといるわけですか

ら……

鳴容 補充されたのはこの 2人ではないで

すか,伊方の審査に関しては,

内田 え ,ゝそ うですが

新谷 この補充された 2人 ともが耐震関係

である,あ るいは地盤と地震の専門家である

という事実があれば,当然,伊方に関しては

何かそういう問題があるんだという意識があ

ったのではないですか ?

高出 立地審査の段階で,更に詳細に検討

しようというわけでお 2人にはいっていただ

いたわけです。

新谷 だからなぜ,他にもいろいろ専門が

あるのに,た とえば機械の関係ではなくて地

震,地盤の関係だけが補充されたのですか ?

補充の必要があったから補充されたのでしょ

う?

唱Ъ それは,そぅです。
新谷 当初,耐震関係では 1人 ないし2人

の方がおられたが,それでは足りなかったか

ら補充されたのでしょう?

内田 え ,ゝそ うです。

新谷 なぜ,足 りなくなったのですか ?

内田 それは,地震の問題をもう少し詳細

に検討しようということだったですね。嘘 地

評価で一番大事ですから。

新谷 それは,他の原発と同じ意味ではな

くて,伊方の場合特にではないのですか ?

内田 そういうことではありません。

新谷 そしたら,他の原発の場合には,耐

震関係の人が 3人 も4人 もいるんですか ?

内田 耐震関係の調査委員を多くしたのは

その時点あたりからであります。調査委員と

いうもののむしろ拡充ということからであり

ます。

け1,か :る

と,拡充
,れ

たのは耐震関係だ

内田 そうではありません。

新谷 しかし,伊方の場合,耐震関係だけ

拡充されたのではありませんか ?

内田 そういうふうによんでいただぃても

結構です。

一 場内笑い
一

新谷 その理由は特にないということです

か ?

内田 いいえ。というのは,伊方の原子炉

というのは美浜 2号それから1号とほとんど

]][11≧ 』1lli璽 需[I:FttI量

視されるのは,そ うぃらた意味では立地条件

なんです。立地条件の中で自然現象として一

番大事なのは地震なんです。ですから,伊方

の原子力発電所に対しての審査の委員なり調

査委員の専門別からいえば原子炉関係が少い

のは当然なんです。玄海 1号もやりましたし

美浜もやっておりますから。

新谷 先程,伊方の場合は設計地震が 200

ガルだという話でしたね。鳴 の原発の場合ど

れぐらいですか,日 本において ?

内田 場所によってちがぃます。最低 180

ガルから最高 300ガル.

新谷 すると,伊方というのはむしろ低い

方なんですね ?
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内田 耐震設計の考え方にも多少よります。

ですけれど,確かに 300ルレから比べると低

ぃです。睫だ,耐震設計というのは200ψレ

とい う水平加速度だけが問題ではなくて,そ

こにどうい う地震波を入れるかということが

あります。周波数特性の問題があります。で

すか ら200ガルだけで 300ガルより』ヽさいか

らどうとい うことではありません。

新谷 すると,伊方発電所の耐震構造は,

他の原発に比べたら強く作 られているのです

か? それとも普通ですか ? 弱いのですか ?

鴨■ 相対的に言えば,その立地に対して

は同じような程度だと思います。

新谷 相対的には同じかも知れないけれど

も絶対的に比べたらどうなんですか? 日本

の他の原発に比べたら地震に対する強さとい

う点ではどうなんですか ?

内田 それは 30Q炒レの耐震設計よりも,

・20Q″レの耐震設計の方が設計基本の地震は

低く見ていると言うことはできます。しかし,

立地条件との相対的な関係は同じになるよう

に私たちは努力しております。それは審査の
「3嶋

大事なところです。

新谷 絶対的にはむしろ弱い方に属するわ

けですね ?

内田 そういうことはありません。

新谷 それから, 日本の原子力発電所は関

東大震災の 3倍位の大地震が来ても大丈夫と

いうような発言をされたことがありますか ?

内田 はい。普通,よ く言われていますの

で私もそれを発言したことはあります。

新谷 それは,ど ういう趣旨ですか ?

内田 それは通称でありまして,普通の建

物に対しても建築基準法による舗聾設計の基

本があります。これは静的な解析によるもの

です。その静的な解析をする時に原子力発電

所ではその 3倍をもってあてようということ

です。それは,大 きな建物に対して考えてい

る地震よりも3倍の強さであるというわけで

すが,原子力発電所では,静的解析以外に動

的解析をしております。 200カレの水平加速

度は動的解析に使用するものです。

「
ポ容 すると,普通の建物の 3倍の耐震設

計をしており,動的解析も加えているから,

関東大震災の 3倍の大きさの地震が来ても大

丈夫だということですか ?

内田 関東震災の 3倍の地震でも大丈夫と

いうのは,建築基準法に決められている静的

な震度の 3倍の震度を入れて静的解析をする

という意味で,「 :τOルレの動的解析を入れま

して静的解析と両方満足するような解析にな

っていますから,表現として関東震災よりも

大きな地震が来ても大丈夫だということです。

嚇  甲53号証, これは証人が 42年の

10月 30日 高松市において,四国電力の主

催による講演会で講演されたものを筆記した

もののようですが記憶ありますか ?

内日 はあ1,あ ります。

新谷 それの 10ベ ーン,ゴチック体で書

いてあるところに,関東大震災の 3倍の地震

が来ても絶対大丈夫というところがあります

が ,

一 場内 笑声 一―

先ほどか らお っしゃっているのはそうい う

趣旨ですね?           ―

内田 はい,そ ういう趣旨です。地震のビ
84

門家の意見では正しい表現でないと言われて

います。通称 3倍 というのはそういった意味

のことです。耐震設計がそれて設計されてい

ますから,設計基本の地震が来ましてもそれ

し

V

置

― ―
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し

は絶体大文夫です。

新谷 そうすると,耐震設計が してあると

絶対大丈夫なんですか ?

内田 設計地震が来た場合では電罫大丈夫

です。そういうふ うに設計してあります。

新谷 そうすると,今 までに耐震設計した

建物が,地震で遺れたというケースは無かっ

たので しょうか ?

内田 私は,普通の建物がどういうふうに

設計されているか知りませんし,地震の専門

家でありませんから何とも申上げられません。

新谷 耐震設計した建物がその設計地震の

範囲内の地震に雪じて大きく損傷したり,遺

れたり,ひ っくり返ったような事実をご存知

ありませんか ?

内田 それは知っております。

新谷 ご存知ですね,大分でホテルの 1階

がつぶれたことがありますね。

内田 はい。

新谷 同じく設計地震の範囲内の地震で橋

が落ちたりということがありまじだね,新潟
地震の時に。

内田 それは設計地震の範囲内か,私には

分らないです。とにかく,地震で壊れた建物

があることは知っております。      `

新谷 証人が絶対大丈夫だとおっしゃる原

子力発電所に関しては,耐震設計の信頼性と

は何を根拠におっしゃるのですか ?

内田 それは,地震学者と耐震設計学者の

知見によってそれを判断しております。

「
ポ審 普通の建物や橋に関しても,地震学

者あるいは耐震学者が計算して大文夫だとい

う構造で建てたものがつぶれている。原発と

いうのは出来てから何年ですか? そんな大

きな地震に出会ったことがあるんですか?

内田 耐震設計の設計基本の地震を上まわ

る地震は原子力発電所が出来てからまだ無い

てしょうね。

新谷 それに迫るような地震にあったこと

はありますか ?

内田 無いと思います。

「
ポ審 そしたら,それがつぶれるかつぶれ

ないか分らないのではないですか ?

内田 地震学者と耐震設計学者の知見によ

って判断せざるをえないと思います。

新谷 そしたら,も し設計地震に迫るない

しはそれをこえる地震が来た場合に,原発が

損傷してどういう事態になるかという事故解

析のようなことをされたことがありますか ?

内田 原子力発電施設の設計の基本となる

地震というのは,自 然現象としては非常に厳

しい条件を選んでおります。時写から地震が

来ましても原子力施設の安全を損なわれない

ように設計して対策をとっています。しかも,

大きな地震が来た時にはそれ以前に自動的に

原子炉を停止するようになっておりますか ら,

原子力施設について耐震設計に決めておりま

す設計基本の地震が来ても,それによって原

子炉事故は起 りません。

新谷 原発における耐震性というのは実証

されていませんね。イ贅ばかりでしょう?

内田 計算ばかりと言っても,波動とか荷

重というのは当然計算でやるわけです。計算

にとり入れるパックデータというのは,今ま

での耐震設計なり地震学者の知見によっては

いってくるわけです。

新谷 耐震設計の経験に関しては,∵般の

ビルや橋とかがずっと長い経験をもっていま

すが,それでも落ちているんです。原発の場

合も大丈夫だという計算がされているんでし
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ょうが,大丈夫でない場合に関しての事故の

解析が,当然されるべきではないのでしょう

か?        ・

内田 大丈夫でない事故の解析はやってお

りません。想定できません。

新谷 先程の,原則的立地条件において,

大きな事故の誘因となる事象,地震としては

伊方の場合 200ルレとぃう話でしたね。する

と,原則的立地条件というのは耐震設計でま

かな電Tのであれば問題にする必要は無いと
いうことになるのですか ?

内田 はい,そ ういうことになります。

新谷 本当にそうですか。耐震設計でまか

なえるのですか ?

内田 耐震設計の範囲,すなわち立地評価

の時に決めた設計基本となる地震について設

計し工事しておりますから,それ以下の地震

が来た時,何 ら事故になりません。

新谷 乙 16号証の原則的立地条件のぼΥ

を読んで下さい。「原子炉は,ど こに設置さ

れるにしても事故を起こさないように設計,

建設,運転及び保守を行わなければならない

ことは当然のことだけれども,万一の事故に

備えて……」と書いてありますね,だから,

そういう耐震設計とは別な次元で考えるとい

うことではないのですか ?

内田 いや,立地評価の時の万一の事故と

いうのは,こ こに書いております重大事故,

唆福事故であります。

新谷 立地審査指針とい うのは,耐震設計

で まかなえるということであれば,こ の文章

と全然ちが ってきませんか ?
「
ポ笛 そぅではないのです。原則的立地条

件というのは主として自然現象を言いまして

ここで十分設計をします。万一の事故という

のは,工学的機器といいますか構造的な,あ

るいはシステムとしての設計も設計審査指針

にあるように設計してから,出てくるもので

すoしかも,立地条件を強化するために,万

一の事故を想定するということで,これに重

大事故,仮想事故が粟慧わけです。ですから

地震強度の結びつきはありません。

新谷 被告準備書面の 3, これの 45ペ ー

ンを見て下さい。そこに表が出ており,震源

深さ3 0Kmの 地震でマグニチュー ドが 7=5の

場合に, 3 1Kmの 震央距離だったら20Q砂レ

をこえ,震央距離が 9 Kmだ ったら30Q炒レを

こえるとなっています。昌裸において,マ グ

ニチュー ド7.5以上の地震の起る確率という

のはどれくらいですか ?

内田 地震学者によりますと, 日本では地

震の起ることに対する確率的評価は妥当でな

いと言われております。

新谷 証人自身の見解はいかがでしょうか

内田 私は地震の専門家ではありませんか

ら地震というものを確率論的に評価してはい

かんと言えば……。ただし,じuム ッセン報

告というのは,地震を確率論的に評価してお

ります。

新谷 次に,乙 25号証の 102ペーンー番

上の行に,「 Sl,(こ れは地震の規模です

ね)の発生割合は 2 Xlo~3な いしは 10~3

くらい, S2は それよりはるかに/1ヽ さぃ」。
「
こ場場合, Slと いぅのはどの程度の地震の

規模ですか ?

内田 それは,立地によってちがいます。

新谷 伊方の場合はどれくらいですか ?

内田 20Q炒レに相当します。
「
ポ容 200ルレの加速度の発生割合は200

0■二:こ ―■吏か10oo■■こ1[質 くらいというこ

●し
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し

とですね ?

内田 いや,ですから,前からよく読んで

下さいよ (怒 ったような調子で)。 101ペ ー

ンに書いてあるでしょう,「大きな地震の発

生を確率的に評価するのは適切でないという

意見が,専門家間に多い」と。「ただ,仮に

統計的に発生割合を仮定するとして筆者は考

えている」と。というのは,喋国でラスムッ
セン報告書に,確率論的に書いてありますか

ら:それと比較の意味で私は説明しているだ

けです。だか ら,地震の専門家に言わせれば,

こういう表現はよくないと言っているわけで

す。

新谷 証人 としては,審査に当っては,200

ガルの加速度を与えるような地震というのは

2000年に 1回 ぐらいの割合で起りうるとい

う見解なんでしょう?

1だ畠 そぅぃぅことですね,結局|

新谷 それでは,そのあとのベーンを見て

下さいo103ベ ーンの上ですけれど, S2を

考えるマグニチュー ドの最高値は,太平洋地

震については8.6,こ れは地震で一番大きい

ですね。それから,内陸地震については 7.9

くらいを考えれば十分だと。こういうマグニ

チュご ドの太平洋地震は 200年 1と
壁騰は再

現する,内陸地震は1000年前後に一度は再

現するという記載がありますねoこれは,証

人の,一つの見解ですね。また,先程の準備

書面を見れば分るように, 7.5を こえれば,

位置によっては 300ガルをこえてしまうこと

がありうるわけですね ?

1∬畠 えゝ,そぅぃぅことになりますね。
新谷 すると,300ガルの地震が来て重要

施設が損傷するというような事について事故

解析する必要は無いのですか ?

内田 103^‐ ジの上には, S2をかいた

わけです。

新谷 S2で もよろしいですよ。

内田 よろしいって,そんな簡単じゃない

ですよ。Slが設計基本の一つの基準ですね。

伊方の発電所を審査している段階では, S2

というのは 1.5倍[Tっ ております。設計の

基本となる地震を200ルレと仮想しまして,

それの 1.5倍の地震すなわち 300ルレという

蘇I量】甚菫[11言 言[[1彗 tI:I[

いうことが耐震設計の考え方です。余裕検討

の地震とも言っておりました。それは自動的

に設計基本となる地震のガル数に 1.5倍して

いるわけです。ですから30Q″レの地震につ

いて,格礎寒器等の安全施設の機能の検討を

しているわけです。

新谷 だから私は,1000分の 1,2000

分の 1程度の起りうる地震に関・して事故解析

する必要はなかったのかと。・・・・・  ・

1だ畠 ですから,Slの 地震に対しての設

計要するに 200カレの地震に対しての設計が

基本にあるわけです。しかも重要なのは,そ

の 1.5倍の強さの地震に対しても機能を維持

する余裕がある,すなわち 30Q炒レの地震を

想定して,それについて十分な地震設計がし

てあるわけです。

新谷 事故解析する必要はないということ

ですね ?

内田 地震によって原子炉事故が量:こ と

はないわけですよ。

(1頁か ら続 く)

佐藤教授の証言が終ると,急に疲れを覚えた。

その後,弁護団より, 10番 目の準備書面
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が提出される。陪席の裁判官が変わったので ,

弁論更新をかねたのだろうか。内容は内田 。

村主など国側証人の論理の破たんを鋭くつい

たもので,「国の安全審査はずさん極まりな

い」ことを完壁なまでに指摘 したものであっ

スこ。

2日 目(6/25)は 国側の証人として,黒川

良康氏 (動燃事業団安全管理室長)と 三島良

積氏 (東大工学部原子力工学科教授)の番で

ある。黒川氏は日頃,講演会,TV,新 聞な

どで鉄皮面の様な調子で気勢を上げているに

もかかわらず,今 日の証言はまるで借りて来

たネコの如くにおとなしい。肩書きが立派な

割りには内容のない話しなのにガッカリする。

ICRPの 出版物をよみ上げるばかりという

おそまつさである。

午後からは三島教授の登場である。いかに

も官僚的な冷たい表情の人物である。「核燃

料は絶対安全です」「ピンホールが生ずるこ

とは殆んどない」と日頃言ってたはずにもか

かわらず「ピンホールが生ずるのは日常的な

現象です」と手の平を返えした様な証言であ

る。ピンホールがあれば死の灰がもれるでは

ないか/「 それも当然」と涼しい顔。学者の

良心をかけた証言というよりは,通産省や科

学技術庁の役人の言うことの「口うつし」で

ある。御用学者とはああいうのを言うのだろ

うか。 証言終了後,弁護団と国側との間で,

次回の証人を誰にするかということと,地質

。地盤についての国側鑑定人が行なうボーリ

ングに,原告側生越鑑定人も立合わせよ, と

いうことをめぐって激しい応酬。この中で示

された裁判長のアイマイな態度の中に,裁判

所の姿勢が変りつつあるのではないかと,不

安を覚えつつ帰路についた。(支援する会員0)

伊方原発用燃料の搬入できず

徳山市および山口県の,労働者,市民,漁

民の阻止行動のため,徳山港か ら船積みして

伊予灘を渡り,伊方原発に搬入される予定の

燃料は,い まだに,東海村の三菱原子燃料株

式会社か ら一歩も出れずにいる。はじめ 6月

末か ら三回,三ケ月に分けて搬入する予定だ

ったが, 7月 末か らの搬入も,現在の情勢で

は不可能であろう。徳山市および山口県の ,

それぞれの議会の承認なしては船積みも不可

能 となり,議会に認めさせないための運動が

続け られている。搬入の遅れは,それだけ ,

伊方原発の運転開始を遅 らせる。徳島県阿南

市での,四電原発第 2候補地が発表され,瀬

戸内海東部の漁民の間でも反原発の気運は高

まっており,伊方の運動 と,山 口県,瀬戸内

の運動 との連けいも進められている。

会計報告 C766/6～ 7/11)

収入 会 費
ニュース購読料

カンパ

167,000
322,500
228,077

し

い

計

支出 ニ ュース代金

為替手数料

郵送料

国側鑑定人宣誓立合費

地質現場検証費用

第 14回公判援助費

([諮]
会場費
コピー代

事務用品費
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繰越金

797,448
-79,871嵯入ω

山口県田万川町をはじめ,各地の皆様から

のカンパで一息ついています。引き続き,ご

支援と傍聴参加とを要請します。 (事務局)

計

卜‐
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